
令和８年２月開催松野町農業委員会定例総会会議録 

 

１．開催の日時及び場所 

   日 時   令和８年２月９日（月） 13時30分より 

   場 所   松野町役場２階  議場兼大会議室 

 

２．会議構成員（農業委員）現在総数   13名 

   出席：12名     欠席：1名 

 

３．農業委員出席者氏名 ※役職、議席番号は議事にて決定。 

役職名 議席番号 担当地区 氏 名 出欠 

会長 １ 上家地 村田 和宏 出席 

副会長 ２ ― 矢野 千津 欠席 

 ３ 豊岡後 森口  泰 出席 

 ４ 目 黒 河野 和平 出席 

 ５ 松 丸 山口 賢三 出席 

 ６ ― 松比良八重子 出席 

 ７ ― 山崎  匡 出席 

 ８ 豊岡前 毛利 彰男 出席 

 ９ 延野々 綱崎 幸紀 出席 

 10 吉 野 太田 善英 出席 

 11 奥野川 西村 正人 出席 

 12 富 岡 加賀田幸二 出席 

 13 蕨 生 岡本 仁志 出席 

その他出席者 

農地利用最適化推進委員出席者 

区域 氏  名 出欠 

松丸地区、延野々地区、 
豊岡後地区、豊岡前地区 

小西荘二郎 出席 

竹岡  靖 出席 

富岡地区、上家地地区、目黒地区 
井上 優二 欠席 

橋田 忠弘 出席 

吉野地区、蕨生地区、奥野川地区 
滝本 音次 出席 

金谷 恒夫 欠席 



 

  農業委員会事務局 

   農業委員会事務局長   中井 和彦 

   農業委員会事務局次長  藤籔 享史 

   農業委員会事務局主査  音地 絢太 

    

４．議長選出他 

   議長          村田 和宏 

   会議録署名委員     河野 和平 

山口 賢三 

 

   会議書記        音地 絢太 

 

５．閉会の日時 

令和８年２月９日（月）    13時58分 

 

６．議事日程 

議案第１号 農地法第３条の規定よる許可申請について 

議案第２号 農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見決定に 

      ついて 

議案第３号 農地法施行規則第29号第１号の規定による申出に対する

意見決定について 

議案第４号 遊休農地（荒廃農地）の農地・非農地の判断について 

 

７．会議の概要 

 

中井事務局長 

 

 

 

村田会長 

 

（会場） 

 

村田会長 

 定刻となりましたので、ただいまから２月の定例農業委員会のほ

うを開会いたします。始めに、村田会長よりごあいさつをいただき

ます。 

 

みなさんこんにちは。 

 

こんにちは。 

 

雪も降ってから、もっと積むかなという気はしとったんですが、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中井事務局長 

 

 

村田会長 

 

 

 

音地主査 

 

村田会長 

 

 

薄っすらというくらいで、昼ぐらいには溶けてなくなるようなこと

が、二日ほど続いただけなんですけど、町のほうでも水のほうがか

なり減っとるということで、雨も明日明後日ぐらい降る言いよるけ

ど、けっこう降ってもらわんとまた田んぼの時期になりますとかな

りないう気がします。 

また昨日の選挙で自民党が圧勝いうことになったんですけど、そ

れでまたいろんなことで自民党がいろいろな施策をすると思うん

ですけど農業委員会のほうでもいろいろと施策を変えるいうよう

な事があるかもわかりませんけど、後はもう上からの指示どおりに

動くような形になるとは思いますけど、よろしくお願いいたしま

す。 

今日は何点かの事案がありますけど、よろしくお願いをいたしま

す。 

 

ありがとうございました。それでは続きまして、進行のほうをお

願いいたします。 

 

それでは３番目の議事録署名の委員なんですけど、４番の河野委

員さん、５番の山口委員さんでお願いをいたします。 

４番の報告事項なんですけど、事務局のほうでありましたら。 

 

その他でまとめてでお願いいたします。 

 

その他のほうでよろしくお願いいたします。 

早速なんですが、議事のほうに入りたいと思います。 

議案第１号農地法第３条の規定による許可申請についてを議題



 

 

森口委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村田会長 

 

 

として、豊後の森口委員さんのほうで、説明をお願いいたします。 

 

説明をいたします。資料６ページをご覧ください。 

農地法第３条の規定による許可申請についてご説明いたします。 

受付番号12番、申請地豊岡○○○番、地目は田、面積が94㎡とな

っております。所有権移転の申請です。図は５ページをご参照くだ

さい。 

申請者です。譲受人、北宇和郡松野町大字豊岡○○○番地○○○

さん〇歳、譲渡人、北宇和郡松野町大字豊岡○○○番地○○○さん

〇歳です。 

譲受人の営農状況の詳細ですが、作付予定作物は水稲とのことで

す。 

所有大農機具はトラクター、管理機、田植機です。農業に従事す

る者としましては、本人が60日、父が160日です。 

周辺地域との関係につきましては、現状どおり利用することと

し、支障なしです。周辺農家と協力して用水路等の管理に努めます

とのことです。 

農地の利用状況は、農地面積が392㎡、うち田んぼが392㎡、畑は

０です。 

農地法第３条第２項の第１号から６号まで全て該当しないこと

をご報告いたします。 

以上ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

今説明がありましたけど、どなたか質疑等ありませんでしょう

か。 

 



音地主査 

 

 

 

 

 

 

村田会長 

 

 

 

 

（会場） 

 

村田会長 

 

 

 

 

 

村田会長 

 

岡本委員 

 

 

 

事務局より１点補足になりますが、こちらの案件ですね、先月で

すね豊岡の横の○○○番の筆でですね、所有権移転が同様になされ

てございます。先月の申請のタイミングに漏れていたと、今回の案

件がですね、ということで今回の案件が追加で上程をさせていただ

いてございますので、補足としてご説明をさせていただきます。 

私のほうからは以上になります。 

 

今補足がありましたけど、先月の案件の追加の案件でいうことな

んですけど、ちょっと漏れとったいうことなんですけど、どなたか

質疑等ございませんか。 

ないようでしたら申請のとおり許可でよろしいでしょうか。 

 

   ※会場より「はい」の声あり。 

 

ありがとうございます。続きまして奥野川の案件なんですけど、

委員さんの事もありますので、委員さん本人の案件ですので、○○

○委員さんの退席をお願いをいたします。 

 

※ ○○○委員退席。 

 

 岡本委員さんお願いをいたします。 

 

 資料６ページをお開きください。農地法第３条の規定による許可

申請についての説明をします。 

 受付番号13番、申請地奥野川○○○番、地目は田、面積が85㎡、

所有権移転の申請です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村田会長 

 

 

（会場） 

 

村田会長 

 

 図は７ページをご覧ください。 

 申請者です。譲受人、北宇和郡松野町大字奥野川○○○番地、○

○○さん〇歳、譲渡人、北宇和郡松野町大字奥野川○○○番地○○

○さん〇歳です。 

 譲受人の営農状況等の詳細ですが、作付予定作物は水稲、野菜で

す。 

 所有大農機具はトラクター、田植機、管理機、コンバインです。 

 農作業に従事する者は本人160日、母150日です。 

 周辺地域との関係については、農地の保全管理に努めるため、支

障なし。 

 また、周辺農家と協力して用水路の管理等に努めますとのことで

す。 

 農地の利用状況、農地面積が15,427㎡うち田が7,186㎡、畑が8,2

41㎡です。 

 農地法第３条第２項の第１号から第６号までの各要件には全て

該当しないことを確認しましたので、ご報告いたします。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

 説明がありましたけど、どなたか質疑等ございませんか。ないよ

うですので、申請のとおり許可ということでよろしいでしょうか。 

 

     ※会場より「はい」の声あり。 

 

 ありがとうございます。 

     ※○○○委員着席。 



 

 

 

 

 

音地主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして議案第２号、農用地利用集積等促進計画案に対する意見

決定についてを議題として事務局のほうで、説明をお願いいたしま

す。 

 

 資料９ページ目をお開きください。 

 番号26番、貸人松野町大字松丸○○○番地○○○さん、借人松丸

○○○番地○○○さん、利用権を設定する土地が、松丸○○○番、

○○○番、地目はすべて田で、面積が２筆合計で1,548㎡となってお

ります。５年の賃貸借による契約となっております。図は10ページ

をご覧ください。継続の案件となっております。 

 続いて番号27番、貸人松丸○○○番地○○○さん、借人松丸○○

○番地○○○さん、利用権を設定する土地が松丸○○○番、○○○

番、○○○番、地目はすべて田で、面積が３筆合計で6,750㎡となっ

ております。 ５年の賃貸借による契約となっております。 図は

11ページ目をご覧ください。継続の案件となっております。 

 続いて番号28番、貸人目黒○○○番地○○○さん、借人目黒○○

○番地、○○○さん、利用権を設定する土地が目黒○○○番、地目

は田で、面積が944㎡となっております。５年の賃貸借による契約と

なっております。図は12ページ目をご覧ください。新規の案件とな

っております。 

 最後に番号29番、貸人目黒○○○番地、○○○さん、借人目黒○

○○番地、○○○さん、利用権を設定する土地が目黒○○○番、地

目は田で、面積が1,360㎡となっております。５年の使用貸借による

契約となっております。図は13ページ目をご覧ください。継続の案

件となっております。 



 

 

 

村田会長 

 

 

 

（会場） 

 

村田会長 

 

 

 

音地主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 説明は以上になります。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

 利用権の説明がありましたけど、どなたか質疑等ございません

か。いずれも機構経由の案件です。 

 意見もないようですので、決定でよろしいでしょうか。 

 

     ※会場より「はい」の声あり。 

 

 続きまして、議案第３号農地法施行規則第29条第１号の規定によ

る申出に対する意見決定についてを議題として説明をお願いいた

します。 

 

 資料15ページ目をご覧ください。まず議案第３号の意見決定に先

だちまして、概要説明をさせていただきます。 

 本来農地を転用する場合には、農地法第４条又は第５条の転用の

申請が必要となっておりますが、農地の保全もしくは利用の増進の

ために行う行為にあっては、農地法施行規則第29条第１号の規定に

基づき転用の許可が不要でありまして、届出で足りることとなって

おります。 

 今回の案件につきましては、隣接する農地の外構が崩壊しそうに

なっており、水路や農地に支障をきたすことから、当該農地をコン

クリートブロック積で施工し、水路又は農地の保全管理に努めるも

のでありまして、当条文に照らし委員会の意見を決定するものでご

ざいますので、その旨ご認識いただけたらと思います。 

 それでは案件の説明に移ります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

村田会長 

 

 

 

 

山崎委員 

 

音地主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村田会長 

 番号２番奥野川○○○番、地目は田で、面積が85㎡、同様に施設

面積も85㎡、利用状況としましては、一毛作で田としての活用とな

ります。申請者は○○○さんで、図は16ページ目をご覧ください。 

 農業施設用地に転用しようとする事由の詳細になりますが、隣接

農地の保全のため、コンクリートブロック積を設置し、土砂等の流

失防止を図るということです。 

 以上、ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

 説明が終わりましたけど、どなたか質問等ございませんでしょう

か。 

 これは狭い面積やけど、上の田んぼと合すよう形で、まあいうた

ら土羽を上の田んぼと一緒の高さに変えるやり方やろか。 

 

 倉庫の敷地を増やす。 

 

 そうですね。詳しく説明するとですね、○○○番が農地になって

まして、○○○番ここに倉庫が建っているわけなんですけれども、

○○○番の筆が○○○さんところの農地となってございます。そこ

の農地が高さが下の田んぼとある関係で、横の外壁部分がちょっと

壊れそうなかたちになっているということで伺っておりまして、そ

この横には実際に水路とかが通っているわけなんですけれども、こ

のまま放置しておくと崩壊する恐れがあるということで、今回所有

権移転をした後にですね、その農地の保全に努めるということで、

申請が出てきているというものでございます。 

 

 ほかないでしょうか。 



 

 

 

（会場） 

 

村田会長 

 

 

音地主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ないようでしたら、申し出のとおり意見決定でよろしいでしょう

か。 

 

     ※会場より「はい」の声あり。 

 

 続きまして議案第４号遊休農地の農地、非農地の判断についてを

議題として、説明を事務局でお願いをいたします。 

 

 議案第４号の説明をさせていただきたいと思います。 

 今回の案件につきましては、非農地判断の案件についてでござい

ます。 

農地パトロールにて町内の各部落の農地を確認さしていただい

て、その中で再生利用が困難な農地については、非農地として判断

することとして、農地利用状況調査を実施さしていただきました。 

今年度における非農地としてのご審議いただく農地としまして

は、資料18ページ目の１筆となってございます。 

所在の説明に移りますが、豊岡○○○番、地目が畑で面積が124㎡

となっております。 

所有者につきましては、資料に記載のとおりとなります。現況と

しましては山林となっておりまして、図につきましては19ページ目

をご確認いただいたらと思います。 

今回は１件のみではありますが、現地の農業委員とともに確認

し、現状が山林状態にあるなど、非農地判断やむお得ないと確認を

いただいたところでありますので、当該１筆の非農地判断につい

て、ご審議いただけたらと思います。 

以上よろしくお願いいたします。 



村田会長 

 

 

（会場） 

 

村田会長 

 

 

音地主査 

 

 

 

 

 

 

村田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 説明があったんですけど、どなたか質疑はございませんでしょう

か。申請のとおり決定でよろしいでしょうか。 

 

    ※会場より「はい」の声あり。 

 

以上で議事のほうは終わりたいと思います。 

その他で事務局のほうからありましたら。 

 

次回の農業委員会の開催日時のほう、お伝えさせていただいたら

と思います。 

次回が３月10日火曜日で、時間が13時30分からの予定となってお

ります。庁舎がどの会議室も埋まっておりますので、横のコミセン

のほうで開催予定としておりますので、調整のほどお願いいたしま

す。 

 

次回は３月10日いうことでお願いをいたします。 

他に委員さんのほうからありましたら。 

ほかないですか、ないようでしたら農業委員会のほうを終わりた

いと思います。 

次回またよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 


